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平成２４年（ネ受）第９９２号 訂正放送等請求事件上告受理申立事件 

（ 原審 東京高等裁判所 平成２４年(ネ)第２０６６号 ） 

（ 第１審 東京地方裁判所 平成２２年(ワ)第４５４８８号 ） 

 

申立人  特定非営利活動法人空援隊 

相手方  日本放送協会 

 

平成２４年１１月２８日 

 

申立人 特定非営利活動法人空援隊 

 理事長 小西理 

 

最高裁判所 御中 

上告受理申立理由書 

 

頭書事件につき、申立人は下記のとおり上告受理申立理由を提出する。 

 

原判決（平成２４年９月２６日判決言渡 東京高等裁判所第２３民事部平成

２４年（ネ）第２０６６号訂正放送等請求事件、以下「原判決」という。）は、

憲法解釈違反を含むのみならず、法令違反として法令解釈・適用の誤りを多数

含むものであり、上告を受理されたく以下の通り、上告受理申立て理由を述べ

る。なお憲法違反に関する部分に関しては、別途上告理由書を提出するので、

本理由書には含まない。 
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第１ はじめに 

１. 事案の要旨 

本件は、申立人が、相手方ＮＨＫがテレビジョンで全国放送した「追跡！Ａ

toＺ“疑惑の遺骨”を追え～戦没者遺骨収集事業の闇～」と題するドキュメン

タリー番組（以下本件番組という。）において、申立人の名誉を毀損したとして、

相手方ＮＨＫに対し、民法７０９条、７１０条、７２３条、放送法（平成２２

年法律第６５号により改正後のもの。以下同じ）９条１項に基づき、訂正放送、

謝罪放送等を求めた事案である。 

本件第１審を担当した東京地方裁判所民事第２４部は、当該放送が「申立人

の社会的評価を低下させるもの」と認定しつつも放送した内容に関して「仮に

真実であることの証明がなされなくても、その行為者がその重要な部分につき

真実であると信じたことに相当の理由があるものであり、故意又は過失は否定

される」と判示するとともに、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目

的が専ら公益を図ることにあったものと認められる」とし民法７０９条、７１

０条、７２３条のそれぞれ不法行為の成立を否定した。また放送法９条１項に

基づく請求に関しては最高裁平成１３年（オ）第１５１３号、同年（受）第１

５０８号同１６年１１月２５日第一小法廷判決・民集５８巻８号２３２６頁、

「同項は、真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の

保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由確保の観点から、放送

事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義

務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請

求権を付与する趣旨の規定ではないと解するのが相当である」を引用し、そも

そも申立人の主張は放送法９条１項の適用においては失当であると判示した。 
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２. 原審判決の概要 

申立人は本番組が、そもそも相手方ＮＨＫの取材の過程、時期などからみて、

当初から申立人が遺骨盗難の犯人であるかのように見せる結論ありきの番組制

作手法であり、申立人の評判を貶めることを意図としたもので、問題提起を主

眼とした公益目的のものではないこと、並びに、当然、報道番組制作に携わる

放送者の注意をもって取材をしたならば容易に知りうるべき事実や海外におけ

る戦没者遺骨収集の実情を無視、歪曲して作成された番組であり、放送者とし

ての故意、過失を免れないものであることを主張した。 

しかしながら原審判決は、「本番組の制作を誘導した遺族の言動、意向」につ

いて「不正な目的に基づくものであることをうかがわせる事情を認めるに足り

る証拠はない」等とし「原判決の判断を左右するものではない」と判示した。

またそれぞれの事実と異なる報道内容に対しても「その判断は不合理ではない」

等、「真実だと信じたとしても不合理ではない」として再度、相手方ＮＨＫの故

意・過失を否定する判断を下した。また放送法９条１項に関する請求に関して

も「私法上の請求権の根拠とはならない」とし、申立人の請求を失当であると

判示した。 

 

第２ 上告受理申立理由 

 報道番組、放送番組制作にあたっての経験則 

原審判決の判断の基礎となっている項目の多くは報道番組、放送番組制作に

あたっての経験則を考慮しない形で判断されており、法令の適用の誤りである

とともに本件判決に重要な影響を与えているものである。また手続きの過誤と

して証拠採用の誤りにも重要なものが含まれている。以下それぞれの項目に関

して詳述する。 
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１. 公益性の有無に関する法令の適用の誤り 

 放送法はその４条において、「放送事業者は国内放送及び内外放送の放送番組

編集に当たっては次の各号に定めるところによらなければならない」とし４項

にて「意見が対立している問題については出来るだけ多くの角度から論点を明

らかにすること」と規定している。 

 原審において申立人は相手方ＮＨＫの制作した当該放送は企画を持ち込んだ

フィリピン戦戦没者慰霊の会副会長を務める亀井亘氏の主張に基づいて制作さ

れた番組であり、相手方ＮＨＫは時間がないということを理由に申立人の実際

の現場を取材することもなく、すでに大方の編集が終わっている放送の２日前

に申立人のインタビュー取材をしたのみであり、その時期に取材をしたとして

も番組内に十分な反映をすることは毛頭出来ず、そのことからして結論ありき

の番組であることを主張した。 

しかるに原審は、「亀井氏の言動は不正な目的に基づくものと認めるに足る証

拠はない」「亀井氏の言動は本報道の真実性に悪影響を与えたと認めることも出

来ない」とし、「亀井氏の意向についての主張は、本件番組の公益性に影響を与

えるものではない」と判示した。 

本来であれば、公益性の判断についてはまさに放送法４条４項が規定するよ

うに、社会問題にはいろいろな側面があるが故に、多様な角度から検討を行い、

亀井氏と違う立場で活動をしている申立人の取材なり主張も同じようなウェイ

トで取り上げられてはじめて担保されると解釈するのが妥当であるにもかかわ

らず、原審は亀井氏のみの言動の目的、意図のみについて判断をしており、そ

もそも放送番組の公益性を担保すると言う観点からの考察には欠けている。こ

れは法令の適用の誤りといわざるをえない。なお番組にはインタビュー取材の
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中でも番組意図に合う部分のごく一部のみを使われており、これでもって多様

な角度からの論点を明らかにしたとは、到底言いがたいものであった。（乙１「本

件番組書き起こし」、乙２「インタビュー書き起こし」） 

 

２. 真実相当性に関する法令の適用の誤り 

（１）原審における適示事実（ａ）「フィリピン人の遺骨を受け取る際に日本人

のものかどうか確認せずに数だけ数えて１体当たり５００ペソの大金を渡す

という方法で遺骨収集をしているという事実」について 

 原審において申立人は、現地住民の遺骨収集者に対して支払っていたのは、

厚生労働省の承認のもとに一日あたり約２５０ペソであって遺骨と引き換えに

１体当たり５００ペソを支払っていたわけではないと主張した。 

 原審は「本件報告書には控訴人が遺骨を発見した場合には労賃として１日２

５０ペソを支払っていること、発見者等が持参した遺骨を受領する際には労賃

として金銭の支払いが行われていることがあることが記載されている」ことか

ら「控訴人が発見又は持参の有無を問わず情報収集事業に従事したことの対価

として支払っているのではなく、遺骨発見又は持参の対価として支払っている

ことが認められる」と判示し、「４８体の遺骨の持参に対し、控訴人から２４０

００ペソを受け取ったという現地人談話から控訴人が遺骨１対当たり５００ペ

ソを支払っていると判断しても不合理ではない」と判示した。 

 しかるに放送前に行われた申立人に対する相手方ＮＨＫの取材に対し、申立

人は明確に一日当たり約２５０ペソを支払っていると答えており、その旨は原

審にて引用されている「本件報告書」にも記載されている項目であり、相手方

ＮＨＫは番組放送前に了知していた事項である。にも関わらず相手方ＮＨＫは

「遺骨１体あたり５００ペソを支払っている」として放送したのである。この
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ことに対し原審は「５００ペソを支払っていると判断しても不合理ではない」

と判示しているが、たとえ現地人に対するインタビュー時点で「５００ペソ支

払っている」との印象を受けたことが合理的であったとして、そもそも申立人

へのインタビューが終了した時点では相手方ＮＨＫは１日当たり２５０ペソを

申立人が支払っていることを知ったのであり、放送前のインタビュー終了時点

でそう信じるに足る相当の理由は存在しなくなっているといわざるをえない。

また放送内容はその時点で訂正することが可能になったはずでもある。故に、

原審判断は報道、及び放送番組制作における経験則を無視したものであり法令

の適用の誤りを犯しているものである。従ってこの点に関しては、本来「信じ

るに足る相当の理由」はないのであり、相手方ＮＨＫに故意または過失があっ

たものとするのが妥当である。 

（２）原審における適示事実（ｃ）「申立人は村長が遺骨発見者から遺骨の発見

状況などを確認せずに作成した宣誓供述書に基づいて、遺骨が日本人か否か

を判別しているという事実」 その１ 遺骨収集数 

 原審において申立人は「アバタン村では８６２体しか遺骨を収集していない

から、アバタン村で２０００体以上の遺骨が日本人の遺骨として提出された」

とするナレーションは真実ではない」「それは容易に取材で分かる事実だ」と主

張した。 

 これに対して原審は「アバタン村村長は２０００体以上の遺骨を日本人の遺

骨として提出したと話しており、また控訴人（申立人）の現地責任者は平成２

１年及び平成２２年に、ミンドロ島だけで数千の遺骨を収集したと話している

から、被控訴人（相手方ＮＨＫ）がアバタン村の村長の話を真実だと信じたと

しても不合理ではない」と判示した。 

 しかるに、フィリピン各島における遺骨収集数は厚生労働省から公式の書類
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として誰でも容易に手に入る形で公表されている事項であり、かつ相手方ＮＨ

Ｋは放送前に厚生労働省の担当室長にもインタビューを行っている。従って、

申立人がアバタン村で収集した遺骨の実数が８６２体であることは容易に知り

うる事実である。また報道、及び放送番組制作の経験則に則れば、現地におけ

る２０００とか数千などというアバウトな談話数字に関しては、可能であれば

裏を取るのが常識であり、まして誰でもが知っているような数字であるにもか

かわらず、インタビューまで行っている責任官庁である厚生労働省に対しても

確認もしていない。従って何の検証もせずにその談話の内容を真実であると信

じることに「信じるに足る合理性がある」とは到底言うことが出来ないもので

あるだけでなく、さらに検証を故意に怠った、または、あえて無視したという

疑いまで抱かざるを得ない。原審判断は放送、及び報道における経験則に反し

ており、法令の適用の誤りを犯しているものである。相手方ＮＨＫの故意・過

失は認められるべきものである。 

（３）原審おける適示事実（ｃ）その２ 情報収集事業における申立人の責任 

申立人は「情報収集の主体は日本政府であり、日本政府が、遺骨鑑定、焼骨

式、日本への遺骨の持ち帰り等の主要部分を行っている。また収集された遺骨

が旧日本兵のものと認められるかどうかの判断、証明、国外への持ち出し許可

は、フィリピン政府から派遣された国立博物館学芸員が行っている。そのため、

情報収集事業においては責任を負う立場にない」と主張した。 

 これに対して原審は「情報収集事業を受託した当時の第二次世界大戦中、フ

ィリピンで死亡した日本兵の遺体収集に関する改定ガイドライン」として「人

骨が第二次大戦中にフィリピンで死亡した日本兵であると国立博物館が認める

証明書を発行するのは、唯一：国立博物館代理人と日本政府派遣団のメンバー

もしくは代理人が決められた場所にて一緒にその人骨を調査・審査し、国立博
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物館代理人と該当日本政府派遣団のメンバーもしくは代理人が、収容者・情報

提供者の供述書を一緒に確認した後に限る」と定められているとし「控訴人が

上記ガイドラインに従わず、また宣誓供述書の内容を十分に検討することなく

遺骨を持参した遺骨をすべて日本人の遺骨と判断したものと認められる」と判

断、申立人が「宣誓供述書に基づき日本人であるかどうかを判断しているとい

う本件報道は申立人の遺骨収集の方法の一面を正しく報道しているもの」と判

断した。 

 しかるに、まず原審が証拠採用している改定ガイドラインは日比両国政府に

よってオーソライズされたものではなく、検討原案として比国政府から提示さ

れていたものに過ぎず、これに基づいて現実の遺骨収集が行われているもので

はない。よって申立人の責任の当否をこれにて判断することは証拠採用上の誤

りである。のみならず、申立人へのインタビューにおいて申立人は「遺骨が日

本兵のものであるかどうかの判断は比国国立博物館と日本国政府の厚生労働省

職員が行っており、まったく申立人の関知するものでなない」と回答し、あわ

せてそのことは遺骨の収集受け取りの際には必ず同行している厚生労働省職員

に確認すれば容易に知りうるにも関わらず確認を怠っている。重要な事項は複

数の情報源より確認すべきことは放送・報道番組制作の経験則である。よって

相手方ＮＨＫには過失があるのであり、申立人が「宣誓供述書に基づき日本人

であるか否かを判断している」と信じるにたる相当の理由があるとは到底言い

がたい。原審の判断は、証拠採用の適否、ならびに放送・報道番組制作の経験

則に反し、手続きの過誤ならびに法令の適用の誤りを犯している。 

（４）原審における適示事実（ｄ）「遺骨の鑑定を引き受けている人物は、日本

人の遺骨を選別することが出来ず、数を数えているだけであるという事実」

について 
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 原審において申立人は「フィルメ（比国国立博物館学芸員）はＤＮＡ鑑定等

科学的鑑定を行っているのではなく、収集された遺骨の各部位を特定し、個体

ごとにわけて最終的な遺骨個体数を査定するという個体数識別を行っている。

その際にモンゴロイドとそれ以外や、老人、子供、女性の骨などの区別も行っ

ている。日本人の遺骨であるかどうかの判断は宣誓供述書を元に、現地住民の

証言や状況に合わせて、厚生労働省の職員が現場で行っている」と主張した。 

 これに対し原審は「控訴人（申立人）の現地責任者が「最後に専門家が鑑定

して証明するんだよ。遺留品なんかが出ればおれでもわかるけど専門家が死亡

した年などきちんと調べているんだ」と話していることから、フィルメが、控

訴人の言うところの科学的鑑定（ＤＮＡ鑑定）を行うことになっていると被控

訴人が理解したとしても不合理なものではないと」と判示した。 

 しかるに申立人が主張している内容については、放送以前の申立人へのイン

タビューにおいて相手方ＮＨＫはすでに知っていた事項である。また現地にお

いてフィルメに対してインタビューをした折にもわかったことであり、フィル

メが科学的鑑定をしていないことを話しているシーンは当該放送中にも使われ

ている内容である。従って、放送前に相手方ＮＨＫはフィルメが科学的鑑定（Ｄ

ＮＡ鑑定）を行っていないことは周知していた事項である。フィルメが科学的

鑑定を行っていたと相手方ＮＨＫが理解したことに対して、信じるに足る合理

的な理由があったとは到底言いがたい。原審の判断は、明らかな事実誤認に基

づくものであり法令の適用の誤りを犯している。相手方ＮＨＫには故意・過失

があったと認められるべきものである。 

（５）原審における適示事実（ｆ）「フィリピン人の遺骨が旧日本兵のものとし

て送還されているという事実」について 

 原審において申立人はフィルメが行っている鑑定が科学的鑑定ではないが、
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形ばかりの鑑定ではないこと、宣誓供述書がフィリピン国内法に基づく正式な

法律文書であり、弁護士の立会いのもとに作成されており、いい加減なもので

はなく、従ってずさんという遺骨収集の実態というものもない、ましてフィリ

ピン人の遺骨が日本兵のものとして大量に送還されている事実もないと主張し

た。 

 これに対して原審は、申立人が情報収集事業を受託して以来、遺骨帰還数が

目立って増えたこと、ミンドロ島での申立人の遺骨収集数が日本軍、米軍の戦

闘死者の記録よりも極めて多いこと、少数ながら遺骨の盗難事件が存在するこ

と、ＤＮＡサンプルの調査結果から、フィリピン人遺骨の混入が完全に否定さ

れるものではないこと、日本の遺骨収集によって払われる労賃が引き金となっ

て遺骨盗難事件がミンドロ島で大規模に発生しているというオリエンタルミン

ドロ州法務局長よりの日本国大使宛書状の存在を指摘するとともに、これまで

に検討した適示事実（ａ）から（ｄ）を含めて、適示事実（ｆ）の重要な部分

について信じるにたる相当な理由があると判示した。 

 しかるに適示事実（ａ）、（ｃ）、（ｄ）について信じるにたる合理的理由が存

在しないことはこれまでに指摘したとおりである。 

 さらに加えて、原審が本項で指摘する５つの事実のいずれも、フィリピン人

の遺骨が旧日本兵のものとして「大量に」送還されていることを信じるに足る

事実として受け止める合理的な理由になるとは言いがたいものであり、原審判

断は法令の適用の誤りを犯しているものである。 

 以下、それぞれの事項に関して簡単に理由を記述する。まず遺骨帰還数の増

加は収集方式に違いに過ぎず、このことは申立人へのインタビューによって相

手方ＮＨＫにとっては周知の事実である。ミンドロ島における記録と収集数の

相違については、申立人は、沈没船舶からの上陸者、他島から泳ぎ着いたもの
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などであると考えているが、真偽の程はあきらかになっていないものの、フィ

リピン人のものが多数含まれていると考える根拠も合わせて存在していない。

少数の遺骨盗難事実の報告は、当然のことながら大量という表現とは結びつく

べくもない。ＤＮＡサンプルの調査結果も混入を否定するものではないが、大

量ということを積極的に肯定するものでもない。また大量遺骨盗難がミンドロ

島で起こっているという書状の存在は事実であるが、そのことそのものが事実

であることを証明するものは何も無く、ひとつの報告であり、フィリピン人の

遺骨が大量に日本兵の遺骨として送還されているという事実と結びつけること

に信じるに足る合理的な理由があるとは到底言いがたいものである。 

 

第３ 結論 

当初より、申立人の指摘する相手方ＮＨＫが放送した適示事実（ａ）（ｃ）（ｄ）

（ｆ）のいずれについても、相手方ＮＨＫの故意・過失を阻却する理由である

ところの「真実であると信じるにたる合理的な理由」の存在を認定するにあた

って原審は、放送・報道番組制作にあたっての経験則を考慮せず、事実の誤認、

証拠採用の誤り等も含め法令の適用の誤りを犯すものである、その結果は判決

内容に重大な影響を及ぼしているものだといえる。加えて当該番組の公益性の

判断についても、法令の適用についての誤りが存在している。 

結論として、本件番組による不法行為による名誉毀損（民法７０９条、７１

０条、７２３条）について、相手方ＮＨＫの故意・過失が否定されることはな

く、原審内容は破棄されるべきである。 

 

以上 


